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 公告第７号  
 

役員の就職について  
 
 地方公務員等共済組合法第１３条第４項及び第６項の規定並びに  
富山県市町村職員共済組合定款第２８条第１項及び第６項の規定により、

令和６年１２月５日執行の役員選挙において、下記の者が同日付けで  
役員に就職したので、地方公務員等共済組合法第１４条第４項の  
規定により公告する。  
 
 令和６年１２月６日  

富山県市町村職員共済組合  
 理事長  角 田 悠 紀  

 
記  

 

役 職 名  氏    名  所属市町村名(職名) 

理 事 長  角 田 悠 紀   高岡市（市長）  
理   事  

（理事長職務代理者） 笹 原 靖 直   朝日町（町長）  

理   事  田 中 幹 夫   南砺市（市長）  
理   事  朝 倉 健太郎   高岡市（主任）  
理   事  北 嶋 真 人   富山市（副主幹）  

理   事  金 尾 元 樹   立山町（主任）  
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 公告第８号 

 

監 事 の 就 職 に つ い て 

 

 地 方公務 員等共済組 合法第１３条第７項の規定及び富山県市町村 

職員共済組合定款第２８条第８項の規定により、令和６年１２月５日 

招集の第１７２回組合会において下記の者が監事に選挙され、同日付

けで就職したので、地方公務員等共済組合法第１４条第４項の規定に

より公告する。 

 

 令和６年１２月６日 

 富山県市町村職員共済組合 

理事長  角 田  悠 紀  

 

記 

 

役 職 名  氏    名  所属市町村名 (職名 )  

監   事  桜 井 森 夫   小矢部市（市長）  

監   事  川 田 省 吾   砺波市（係長）  

 

 

 公告第９号 

 

学識経験を有する者の監事の就職について 

 

 地 方公務 員等共済組 合法第１３条第７項の規定及び富山県市町村 

職員共済組合定款第２８条第８項の規定により、令和６年１２月５日 

招集の第１７２回組合会において、学識経験を有する監事の選挙を執

行した結果、下記の者が当選したので、地方公務員等共済組合法第１４

条第４項の規定により公告する。 

 

 令和６年１２月６日 

 富山県市町村職員共済組合 

理事長  角 田  悠 紀  

 

記 

 

役 職 名  氏    名  

学識経験監事  畑    進  

 任期は、令和６年１２月６日から２年間とする。
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 公告第１０号 

 
 

富山県市町村職員共済組合保養所設置経営規則の一部改正について  
 
 富山県市町村職員共済組合保養所設置経営規則の一部改正については、令

和６年１２月５日招集の第１７２回組合会において原案のとおり議決された

ので、別紙のとおり公告する。  
 
 令和６年１２月６日  

富山県市町村職員共済組合  
理事長  角 田  悠 紀  
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 富山県市町村職員共済組合保養所設置経営規則の一部改正について 

 

 富山県市町村職員共済組合保養所設置経営規則の一部を改正する規則 

 

 富山県市町村職員共済組合保養所設置経営規則（令和２年規則第２号）の

一部を次のように改正する。 

 第 11 条第１項で定める別表を次のように改める。 

別表 

基 本 宿 泊 料  

                                     

(単位：円) 

区    分  
組合員及び家族 そ   の   他 

平日 休前日 特定日 平日 休前日 特定日 

宿 

泊 

料 

金 

1 室 1 名で利用 7,000 9,200 9,200 7,000 －  －  

1 室 2 名で利用 

(1 人につき) 
5,500 7,700 7,700 5,500 7,700 9,900 

1 室 3 名で利用 

(1 人につき) 
5,000 7,200 7,200 5,000 7,200 9,400 

1 室 4 名で利用 

(1 人につき) 
4,500 6,700 6,700 4,500 6,700 8,900 

1 室 5 名で利用 

(1 人につき) 
4,000 6,200 6,200 4,000 6,200 8,400 

1 室 6 名で利用 

(1 人につき) 
3,000 5,200 5,200 3,000 5,200 7,400 

(注)１ 上記料金は、奉仕料 10％及び消費税を含めて設定する。 

  ２ 平日とは、次の３及び４以外の日とする。 

  ３ 休前日とは、次に掲げる日とする。（４を除く。） 

   ⑴  土曜日 

   ⑵  国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定す

る休日の前日 

  ４ 特定日とは、次に掲げる期間で、別途毎年度定める日とする。 

   ⑴  ゴールデンウィーク期間 

   ⑵  夏休み期間 

   ⑶  年末年始期間 

⑷ 紅葉時期 

  ５ 小学生以下の料金及び客室の仕様による加算額は、別途定める。  

  ６  団体利用者や特定期間の利用者を対象に、企画商品を特別料金

で設定する場合がある。  

 

   附 則 

 この規則は、令和７年１月１日から施行し、令和７年７月１日から適用する。 
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富山県市町村職員共済組合保養所設置経営規則（令和２年規則第２号）の一部改正 新旧対照表 

（傍線部分は、改正箇所を示す） 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

 （利用料金） 

第 11 条 保養所の基本宿泊料を別表のとおり定める。 

２ 基本宿泊料以外の各種サービスの料金や所要の税額等は、その内容ごとに個別に設

定し、前項の料金を含め、全てを一覧にした料金表を常備する。 

３ 前２項の料金表とは別に、団体利用者や特定期間の利用者を対象に企画商品を特別

料金で設定し、事業収益を確保することができるものとする。 

４ 前項の企画商品は、地域の観光振興施策等の企画に参加する場合を除き、組合員等

を一般利用者より優先する措置（料金割引等）を講じるものとする。 

５ 利用料金の支払方法は、確実な入金の確保を前提に、利用者の利便性向上や保養

所の負担軽減が図られるよう工夫する。 

 

別 表 

基 本 宿 泊 料 

                                                (単位：円) 

区    分 
組合員及び家族 そ   の   他 

平日 休前日 特定日 平日 休前日 特定日 

宿 

泊 

料 

金 

1 室 1 名で利用 7,000  9,200 9,200 7,000  － － 

 

1 室 2～3 名で利用 

(1 人につき)  

5,000  7,200  7,200  5,000  7,200  9,400 

 

1 室 4～5 名で利用 

(1 人につき)  

4,000  6,200  6,200  4,000  6,200  8,400 

1 室 6 名で利用 

(1 人につき) 
3,000  5,200  5,200  3,000  5,200  7,400 

 

 

同 左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 表 

基 本 宿 泊 料 

                                             (単位：円) 

区    分 
組合員及び家族 そ   の   他 

平日 休前日 特定日 平日 休前日 特定日 

宿 
泊 

料 

金 

1 室 1 名で利用 7,000  9,200 9,200 7,000  － － 

1 室 2 名で利用 

(1 人につき) 
5,500  7,700  7,700  5,500  7,700  9,900 

1 室 3 名で利用 

(1 人につき) 
5,000  7,200  7,200  5,000  7,200  9,400 

1 室 4 名で利用 

(1 人につき) 
4,500  6,700  6,700  4,500  6,700  8,900 

1 室 5 名で利用 

(1 人につき) 
4,000  6,200  6,200  4,000  6,200  8,400 

1 室 6 名で利用 

(1 人につき) 
3,000  5,200  5,200  3,000  5,200  7,400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1室２～３名、４～５

名利用の同一料金

を１名単位で利用

人数を反映した料

金体系に変更する

もの 
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変  更  前 変  更  後 備  考 

 

(注)１ 上記料金は、奉仕料 10％及び消費税を含めて設定する。 

  ２ 平日とは、次の３及び４以外の日とする。 

  ３ 休前日とは、次に掲げる日とする。（４を除く。） 

   ⑴ 土曜日 

   ⑵ 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 

    の前日 

  ４ 特定日とは、次に掲げる期間で、別途毎年度定める日とする。 

   ⑴ ゴールデンウィーク期間 

   ⑵ 夏休み期間 

   ⑶ 年末年始期間 

 

  ５ 小学生以下の料金及び客室の仕様による加算額は、別途定める。 

  ６ 団体利用者や特定期間の利用者を対象に、企画商品を特別料金で設定 

   する場合がある。  

 

 

 

 

(注)１ 上記料金は、奉仕料 10％及び消費税を含めて設定する。 

  ２ 平日とは、次の３及び４以外の日とする。 

  ３ 休前日とは、次に掲げる日とする。（４を除く。） 

   ⑴ 土曜日 

   ⑵ 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 

    の前日 

  ４ 特定日とは、次に掲げる期間で、別途毎年度定める日とする。 

   ⑴ ゴールデンウィーク期間 

   ⑵ 夏休み期間 

   ⑶ 年末年始期間 

    (4) 紅葉時期 

  ５ 小学生以下の料金及び客室の仕様による加算額は、別途定める。 

  ６ 団体利用者や特定期間の利用者を対象に、企画商品を特別料金で設定 

   する場合がある。  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定日料金を適

用する混雑期間

に「紅葉時期」を

追加するもの 
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理  由  書 

 

 近年、保養所「グリーンビュー立山」の利用促進ポイントが団体・宴会利用

から家族等の個人客の増加に移行するなか、同保養所の基本宿泊料について、

客室の利用人数や混雑期間をきめ細かく反映した料金体系に変更することが

求められている。 

 このため、当該料金を定める別表を改正し、１室あたり利用人数別の料金

区分を細分化するとともに、特定日料金を適用する混雑期間の設定に「紅葉

時期」を追加するもの。 
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公告第１１号 

 
 

富山県市町村職員共済組合貸付規則の一部改正について  
 
 富山県市町村職員共済組合貸付規則の一部改正については、令和６年１２

月５日招集の第１７２回組合会において原案のとおり議決されたので、別紙

のとおり公告する。  
 
 令和６年１２月６日  

富山県市町村職員共済組合  
理事長  角 田  悠 紀  
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   富 山 県 市 町 村 職 員 共 済 組 合 貸 付 規 則 の 一 部 改 正 に つ い て  

 

   富 山 県 市 町 村 職 員 共 済 組 合 貸 付 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 

 富 山 県 市 町 村 職 員 共 済 組 合 貸 付 規 則（ 昭 和 40 年 規 則 第 １ 号 ）の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ７ 条 第 １ 項 中「 法 第 77 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 基 準 利 率（ 以 下「 基

準 利 率 」 と い う 。 ） 」 を 「 基 準 利 率 （ 法 第 77 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 基

準 利 率 か ら 法 第 11 3 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 行 わ れ た 令 和 ５ 年 度 財 政

再 計 算 の 結 果 に 基 づ き 積 立 剰 余 を 財 源 と し て 加 算 し て い る 率 を 除 い

た 率 。 以 下 同 じ 。 ） 」 に 改 め る 。  

 

 

   附  則  

 この規則は、公告の日から施行し、令和６年１０月１日から適用する。 

  



 

10 
 

富山県市町村職員共済組合貸付規則（昭和40年６月17日規則第１号）の一部改正 新旧対照表 

（傍線部分は、改正箇所を示す） 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

第１条 ～ 第６条 （略） 

 

  （貸付利率） 

第７条 高額医療貸付及び出産貸付に係る貸付金以外の貸付金の利率は、

次の各号に掲げる法第 77 条第４項に規定する基準利率（以下「基準利

率」という。）の区分に応じ、基準利率が改定された日（理事長が必要

と認める場合には、当該改定された日後３月以内の日で理事長が定める

日。以下同じ。）から、当該各号に定める利率とし、貸付けの翌月から

償還の終了する月までの期間について計算する。 

 

（1）～（10） （略） 

２～３ （略） 

 

 

第１条 ～ 第６条 （略） 

 

  （貸付利率） 

第７条 高額医療貸付及び出産貸付に係る貸付金以外の貸付金の利率は、

次の各号に掲げる基準利率（法第 77 条第４項に規定する基準利率から

法第 113 条第１項の規定により行われた令和５年度財政再計算の結果

に基づき積立剰余を財源として加算している率を除いた率。以下同じ。）

の区分に応じ、基準利率が改定された日（理事長が必要と認める場合に

は、当該改定された日後３月以内の日で理事長が定める日。以下同じ。）

から、当該各号に定める利率とし、貸付けの翌月から償還の終了する月

までの期間について計算する。 

 

（1）～（10） （略） 

２～３ （略） 

 

 

 

 

 

国が定める貸付規

則（準則）の改正に

伴い、貸付利率の根

拠となる「基準利

率」の定義を見直す

もの 
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理  由  書 

 

 本組合の貸付規則は、国が定める貸付規則（準則）に従って策定しており、 

今般、当該準則が改正されたため本組合の貸付規則も同内容の改正を行うもの。 

 

【参考】国が定める貸付規則（準則）の変更理由 

１ 貸付経理の「貸付利率」は、退職等年金給付の算定（利子相当額の加算）に用いる

基準利率㋐（地方公務員等共済組合法第 77 条第 4 項）を適用する旨規定していた。 

（理由）基準利率㋐が退職等年金給付の「積立金運用確保利率」で算定していたため 

 

２ しかし、今般、基準利率㋐（地方公務員等共済組合法第 77 条第 4 項）が上記１の

「積立金運用確保利率」に「令和 5 年度財政再計算の結果に基づき積立剰余を財源

とする加算率」を上乗せすることに変更された。 

 

３ 貸付経理の「貸付利率」は、上記１のまま「積立金運用確保利率」で算定すること

が適当であることから、上記２の変更後の基準利率㋐（地方公務員等共済組合法第

77 条第 4項）をそのまま適用せず、これから「令和 5年度財政再計算の結果に基づ

き積立剰余を財源とする加算率」を除いた基準利率㋑を新たに規定し適用するもの 

 

〇 改正前の基準利率㋐と改正後の基準利率㋑に変更はなく、また、当該基準利率と 

貸付利率対応表も次のとおり変更はない。 

基準利率 
普通貸付 
住宅貸付 
特別貸付 

災害貸付 
在宅介護対応 
住 宅 貸 付 

5.0%を超える時 
基準利率に 0.26%を 

加えた利率 

基準利率に 0.07%を 

減じた利率 
基準利率と同じ利率 

4.5%を超え ～ 5.0%以下 5.26% 4.93% 5.00% 

4.0%を超え ～ 4.5%以下 4.76% 4.43% 4.50% 

3.5%を超え ～ 4.0%以下 4.26% 3.93% 4.00% 

3.0%を超え ～ 3.5%以下 3.76% 3.43% 3.50% 

2.5%を超え ～ 3.0%以下 3.26% 2.93% 3.00% 

2.0%を超え ～ 2.5%以下 2.76% 2.43% 2.50% 

1.5%を超え ～ 2.0%以下 2.26% 1.93% 2.00% 

1.0%を超え ～ 1.5%以下 1.76% 1.43% 1.50% 

0% ～ 1.0%以下 1.26% 0.93% 1.00% 

 

 


